
産 業 都 市 委 員 会 

平成３０年３月２２日 

 

特別区道路線の変更について 

 

１ 理由 

  京島一丁目地内において、地域の防災性向上と円滑な交通環境の整備を図るために

取得した土地を活用し、当該路線を変更する。 

 

２ 内容 

 

 

 

 

 

 

３ 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

議 案 番 号 議案第３０号 

路 線 名 特別区道京島１００９号路線 

起終点（変更前） 墨田区京島一丁目２５番～同２１番 

起終点（変更後） 墨田区京島一丁目２１番～同２１番 

路 線 名 特別区道京島１００９号路線 

変 更 内 容  廃止箇所 

延 長 ７．５８ｍ    １５．９５ｍ    

幅 員 ４．００ｍ    １．８０ｍ～１．８８ｍ    

面 積 ３１．４４㎡    ２９．４３㎡    

四ツ目通り 

京 島 一 丁 目 

都道拡幅線 

特別区道区域再編入部分 

児童遊園に用途変更する部分 

都道区域部分 児童遊園予定地 
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